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案
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委 員 会 活 動
このような協議をしましたこのような協議をしました

　
【
議
案
第
32
号
】
南
島
原
市

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

今
、
定
数
５
０
０

名
に
対
し
、
実
数
と
何
名
の

差
が
あ
る
の
か
。

　
　
　
　

実
数
が
41
名
少
な

い
。

　
【
議
案
第
33
号
】
南
島
原
市

内
部
組
織
設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

南
島
原
市
独
自
で

や
る
と
捉
え
て
い
い
の
か
。

　
　
　
　

市
独
自
で
あ
る
。

環
境
行
政
と
い
う
の
が
衛
生

局
、
ご
み
処
理
問
題
、
県
央

へ
の
移
転
等
々
も
あ
り
、
衛

生
と
環
境
と
は
、
密
接
な
繋

が
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
水

道
、
環
境
、
衛
生
を
一
つ
に

ま
と
め
る
と
い
う
結
論
に
至

っ
た
。

　
　
　
　

令
和
２
年
に
組
織

が
変
わ
る
部
署
は
。

　
　
　
　

令
和
２
年
４
月
１

日
に
環
境
課
が
衛
生
局
に
移

動
し
、
翌
年
１
月
１
日
に
、

水
道
部
が
衛
生
局
へ
、
福
祉

保
健
部
が
南
有
馬
庁
舎
へ
、

建
設
部
が
有
家
庁
舎
に
移
転

す
る
。
組
織
改
正
は
令
和
２

年
４
月
１
日
に
実
施
す
る
が
、

移
転
時
期
は
、
混
乱
を
避
け

る
た
め
、
令
和
２
〜
３
年
の

年
末
年
始
の
休
み
を
利
用
し

て
実
施
す
る
。

　
【
議
案
第
34
号
】
南
島
原
市

支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

西
有
家
支
所
と
は

格
下
げ
な
の
か
。

　
　
　
　

現
在
７
つ
の
支
所

が
あ
り
、
西
有
家
だ
け
が
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
の
市
民
窓

口
班
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
の
７
つ
の
支
所
と
い
う

の
が
、
総
務
部
の
管
轄
。
市

民
サ
ー
ビ
ス
課
は
、
市
民
生

活
部
の
管
轄
と
い
う
、
指
揮

命
令
系
統
が
あ
い
ま
い
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
機
構
改
革

で
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
の
市
民

窓
口
班
、
い
わ
ゆ
る
支
所
に

関
す
る
部
分
を
切
り
離
し
て
、

支
所
と
し
て
独
立
さ
せ
、
統

括
す
る
市
民
課
を
設
置
す
る
。

　
【
議
案
第
47
号
】
物
品
売
買

契
約(

南
島
原
市
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車(

西
有
家
第
１
分

団)

購
入)

の
変
更
に
つ
い

て
　
　
　
　

今
８
か
町
全
て
に

一
台
ず
つ
入
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　

各
町
少
し
ば
ら
つ

き
が
あ
り
、
深
江
と
布
津
は
、

全
て
同
じ
タ
イ
プ
の
ポ
ン
プ

自
動
車
で
、
全
体
で
53
台
の

う
ち
、
21
台
が
ポ
ン
プ
車
で

あ
る
。

　
　
　
　

小
型
ポ
ン
プ
タ
イ

プ
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
　

可
搬
ポ
ン
プ
積
載

車
は
、
32
台
で
あ
る
。

　
【
議
案
第
48
号
】
物
品
売
買

契
約
（
職
員
用
パ
ソ
コ
ン
購

入
）
の
変
更
に
つ
い
て

　
　
　
　

パ
ソ
コ
ン
の
処
分

方
法
に
つ
い
て
、
今
事
件
が

あ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
南

島
原
市
は
ど
の
よ
う
に
し
て

い
る
の
か
、
心
配
は
い
ら
な

い
の
か
。

　
　
　
　

本
市
で
は
、
関
連

会
社
は
利
用
し
て
い
な
い
の

で
、
職
員
で
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス

ク
を
破
壊
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
リ
ー
ス
ア
ッ
プ
し

た
後
の
確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、

問
題
な
く
処
理
は
で
き
て
い

る
と
い
う
確
認
が
と
れ
て
い

る
の
で
、
本
市
の
場
合
は
、

心
配
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
【
議
案
第
50
号
】
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て
（
南
島

原
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
原
城
及

び
南
島
原
市
原
の
館
）

　
　
　
　

選
考
委
員
の
５
名

の
方
は
誰
々
か
。

　
　
　
　

学
識
経
験
者
３
名
、

市
民
代
表
２
名
、
計
５
名
の

委
員
で
あ
る
。

　
　
　
　

個
別
の
名
前
は
公

表
で
き
な
い
の
か
。

　
　
　
　

個
人
の
特
定
、
個

人
情
報
と
い
う
こ
と
で
、
公

表
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

そ
の
他
の
付
託
案
件

　
【
議
案
第
30
号
】
南
島
原
市

口
之
津
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
【
議
案
第
46
号
】
物
品
売
買

契
約(

南
島
原
市
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車(

布
津
北
分
団)

購
入)

の
変
更
に
つ
い
て

　
【
議
案
第
51
号
】
令
和
元
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）
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（
松
永
忠
次
副
委
員
長
）
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